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― 令和７年給特法改正案の主な論点 ― 
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１．はじめに 

２．これまでの経緯 

                    ３．主な論点 

                    ４．おわりに 

 

 

１．はじめに1 

 令和７年常会において、教職調整額（後述）の率の引上げを主な内容とする「公立の義

務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」2（以下「給特法」という。）の改

正案提出が見込まれている3。 

 長時間勤務を始めとする厳しい勤務環境が敬遠され、公立学校の教員4の人気は低迷して

いる。教員不足も生じており、本来予定されていた配置数に満たない教員で学校の業務を

行わなければならないために、一人当たりの業務負担が増して長時間勤務に拍車が掛かり、

これが更なる教員不足を招く、といった負の連鎖も生じている5。こうした中、提出が見込

まれる給特法改正案やその関連施策（以下まとめて「給特法改正案等」という。）により、

教員の働き方や処遇をどのように改善し、学校教育の担い手である教員の安定的な確保に

つなげていけるか、注目が集まっている。そこで本稿では、給特法改正案等をめぐるこれ

 
1 本稿は、令和６年11月14日までの情報を基に執筆している（ＵＲＬの最終アクセスの日付は、いずれも同日）。

また、肩書等は全て当時のものである。 
2 昭和46年に「国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」として制定された

が、平成16年度からの国立大学法人化に伴い国立は同法対象外となり、現在の法律名に変更された。 
3 「経済財政運営と改革の基本方針2024～賃上げと投資がけん引する成長型経済の実現～」（令6.6.21閣議決定）

（以下「骨太の方針2024」という。）47頁等 
4 本稿では「教員」・「教師」等の表記が混在するが、原則として原典で「教師」等と記載されている場合を除

き「教員」と表記することとする。 
5 教員不足については、竹内健太「教員不足とその対応－公教育の担い手確保に向けて－」『立法と調査』No.467

（令6.6）３～17頁等を参照のこと。 
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までの経緯を概観するとともに、主な論点を整理していく。 

 

２．これまでの経緯 

（１）給特法の概要 

 昭和46年制定の給特法6は、公立学校の教員について、その職務と勤務態様の特殊性に基

づき7、給与その他の勤務条件について特例を定めている。同法等に基づき、公立学校の教

員については、正規の勤務時間の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務8を命じない

ものとされ、正規の勤務時間を超えて勤務させる場合も、いわゆる「超勤４項目」9の業務

に従事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るとされている。

また、時間外勤務手当及び休日給を支給しない一方で、勤務時間の内外を問わず包括的に

評価するものとして教職調整額（給料月額の４％）を支給するとされている。「４％」とい

う数字については、文部省が実施した昭和41年度の教員勤務状況調査の結果、当時の年間

の平均月残業時間が８時間程度であり、８時間分の時間外勤務手当の額が給料の約４％に

相当することを考慮したものと説明されている10。 

 

（２）教員の勤務実態と給特法の見直しに向けた議論 

 給特法では、原則として時間外勤務は命じないものとされているものの、実態として、

公立学校の教員の多くは正規の勤務時間を超えて働いている。40 年ぶりに実施された全国

的な大規模調査である平成 18 年度の教員勤務実態調査の結果によれば、小中学校の教諭

の平均残業時間は、勤務日だけで月約 34 時間（休日を加えると約 42 時間）となっており、

また、時間外に処理されていた業務には、超勤４項目以外と考えられる事項（例：授業準

備、成績処理、部活動・クラブ活動）も多く挙げられていた11。 

 
6 戦後の公務員の給与制度改革の中で、教員に対して超過勤務手当は支給されないこと等とされ、また、教員

の超過勤務については、原則としてこれを命じない指導方針がとられてきた。しかし、実態として教員が時

間外にわたって仕事を行うことが認められたこと等から、教員の時間外勤務とそれに対する給与上の措置に

ついて理解が分かれ、その結果、超過勤務手当の支給を求めるいわゆる「超勤訴訟」が全国一斉に提起され

た（判決では、超過勤務に対して超過勤務手当を支給すべきとされたものもあった）。こうした中、昭和46年、

人事院の意見の申出が行われ、これを受けて文部省が法案を作成し、同年、給特法が成立した（詳細な経緯

については、中央教育審議会初等中等教育分科会学校・教職員の在り方及び教職調整額の見直し等に関する

作業部会（第８回）（平21.3.16）資料１を参照のこと）。 
7 「職務の特殊性」は、個々の教師の判断や責任に委ねられている側面があり、どこまでが職務であるのか切

り分け難いことを、「勤務態様の特殊性」は、通常の授業の学校内で行われるもののほか、修学旅行等の学校

行事や家庭訪問など学校外で行われるものがあること、夏休みなど長期の学校休業期間においては児童生徒

への直接指導よりも研修等を行うことが求められることを、それぞれ指すと説明されている（第211回国会衆

議院文部科学委員会議録第２号14頁（令5.3.10）（藤原章夫文部科学省初等中等教育局長答弁））。 
8 本稿では、教員が正規の勤務時間を超えて働く時間について、「残業時間」・「時間外勤務」・「時間外在校等時

間」の表記が混在するが、原則として各種調査結果や資料の原典での記載に基づき表記することとする。 
9 ①校外実習その他生徒の実習に関する業務、②修学旅行その他学校の行事に関する業務、③職員会議に関す

る業務、④非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場

合に必要な業務（公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を

定める政令） 
10 第169回国会参議院文教科学委員会会議録第４号９頁（平20.3.31）（金森越哉文部科学省初等中等教育局長

答弁）。以下、教員が正規の勤務時間を超えて働く時間に関する各種調査結果に言及していくが、各々の調査

方法は一様でないため、その数字を単純比較できない点に留意が必要である。 
11 国立大学法人東京大学「平成18年度文部科学省委託調査研究報告書 教員勤務実態調査（小・中学校）報告
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 こうしたことから、文部科学省の有識者会議において給特法の抜本的な見直しに向けた

議論も行われた。「学校の組織運営の在り方を踏まえた教職調整額の見直し等に関する検

討会議」による「審議のまとめ」（平 20.9.8）では、「いわゆる超勤４項目は、現在の教員

の時間外における勤務実態とは明らかに乖離が見られ」ることが指摘されるとともに、「時

間外の勤務時間数の長短にかかわらず一律支給の教職調整額制度の下では、（中略）教員を

働かせることについてのコスト意識が働かず、（中略）教員の無定量の時間外勤務を招いて

いるとの批判」があるとされた。そして、「教員の勤務時間管理を適切に行うことや時間外

勤務の抑制、適切な時間外勤務の評価につながるような制度とする」必要があるとした上

で、「教職調整額制度については、今後の学校の在り方などの検討を踏まえ、時間外勤務手

当とすることも含め、その見直し方策について今後さらに検討していく必要があると考え

る」とされた。しかし、その後、この議論は結論を得ないまま立ち消えとなり12、給特法の

見直しには至らなかった。 

 

（３）令和元年の給特法改正 

 10 年ぶりに行われた平成 28 年度の教員勤務実態調査の結果13は、教員の長時間勤務が一

層深刻化している実態を明らかにした。同調査結果に基づき教員の時間外勤務を年間平均

で推計すると、小学校で月約 59 時間、中学校で月約 81 時間となっており14、また、小学校

教諭の 34％、中学校教諭の 58％がいわゆる過労死ライン（月 80 時間）に達する週 60 時間

以上の勤務をしていたと報じられた15。 

 こうした中、平成 29 年６月、文部科学大臣は、中央教育審議会（以下「中教審」という。）

に諮問し16、中教審は平成 31 年１月 25 日、「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指

導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について（答

申）」（以下「平成 31 年答申」という。）を取りまとめた。また、答申の取りまとめと同日、

文部科学省は「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」（以下「上限ガイ

ドライン」という。）を策定した。 

 上限ガイドラインは、これまで「自発的勤務」と整理されてきた超勤４項目以外の業務

のための時間についても「在校等時間」として勤務時間管理の対象にすることを明確化す

るとともに、その上限の目安時間（原則として、在校等時間の総時間から勤務時間の総時

間を減じた時間を１か月で 45 時間以内、１年間で 360 時間以内とする）を示した。また、

平成 31 年答申は、勤務時間管理の徹底が必要であることを改めて強調するとともに、文部

 
書」（平19.3）、中央教育審議会初等中等教育分科会チームとしての学校・教職員の在り方に関する作業部会

（第11回）(平27.6.3）参考資料２の７～12頁等 
12 前川喜平「教員の働き方改革で国が本当にやるべきこと」中嶋哲彦・広田照幸編『教員の長時間勤務問題を

どうする？ 研究者からの提案』（世織書房、令和６年）84頁 
13 株式会社リベルタス・コンサルティング「平成29年度文部科学省委託研究「公立小学校・中学校等教員勤務

実態調査研究」調査研究報告書」（平30.3） 
14 第200回国会衆議院文部科学委員会議録第７号30頁（令元.11.15）（丸山洋司文部科学省初等中等教育局長答

弁） 
15 「教諭 「過労死水準」多く 小学３割、中学は６割 文科省調査」『読売新聞』（平29.4.29） 
16 「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関す

る総合的な方策について（諮問）」（平29.6.22） 
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科学省においては、上限ガイドラインの根拠を法令上規定するなどの工夫を図り、学校現

場で確実に遵守されるよう取り組むべき等とした17。 

 平成 31 年答申等を受け、第 200 回国会（令和元年の臨時会）に公立学校の教員の働き方

改革を推進するための給特法改正案が提出され、成立した。これを受けて、令和２年には

上限ガイドラインが給特法に基づく上限指針18に格上げされ、時間外在校等時間19の上限

（原則として１か月で 45 時間以内、１年間で 360 時間以内とする）等が定められた20。 

 なお、平成 31 年答申を取りまとめる過程では、給特法の抜本的な見直しについても議論

が行われた。しかし、同答申では、「文部科学省、教育委員会や管理職、教師を含む関係者

の意識が長時間勤務を是としたまま、直ちに現行の給特法に規定する超勤４項目を廃止し

放課後や休日等の超過勤務は全て管理職の指揮命令の下で行わなければならないとしたり、

超過勤務を命ずる際には 36 協定を要することとしあらかじめ超過勤務の内容や時間を決

めなければならないとしたりすることは、現状を追認する結果となり、働き方の改善につ

ながらないのではないか」（46 頁）などとされ、その抜本的な見直しは提言されなかった。 

  

（４）令和元年の給特法改正以降の主な動き 

 令和元年の給特法改正案に対する参議院文教科学委員会の附帯決議（令元.12.3）では、

「３年後を目途に教育職員の勤務実態調査を行った上で、本法その他の関係法令の規定に

ついて抜本的な見直しに向けた検討を加え、その結果に基づき所要の措置を講ずること」

とされた21。同附帯決議等を受けて、令和４年度にも教員勤務実態調査が行われ、令和５年

４月に速報値が公表された22。同調査結果に基づく推計によると、教諭の月当たりの時間外

在校等時間は小学校で約 41 時間、中学校で約 58 時間となっており23、また、いわゆる過

 
17 平成31年答申では、これに加え、いわゆる「学校・教師が担う業務に係る３分類」を示し、従来学校・教師

が担ってきた代表的な14の業務を、「基本的には学校以外が担うべき業務」（①登下校に関する対応、②放課

後から夜間などにおける見回り、児童生徒が補導された時の対応、③学校徴収金の徴収・管理、④地域ボラ

ンティアとの連絡調整）、「学校の業務だが、必ずしも教師が担う必要のない業務」（⑤調査・統計等への回答

等、⑥児童生徒の休み時間における対応、⑦校内清掃、⑧部活動）、「教師の業務だが、負担軽減が可能な業

務」（⑨給食時の対応、⑩授業準備、⑪学習評価や成績処理、⑫学校行事の準備・運営、⑬進路指導、⑭支援

が必要な児童生徒・家庭への対応）の３つに整理した。そして、これらの整理を踏まえ、「教師が専門性を発

揮できるか、児童生徒の生命・安全に関わるかといった観点から、中心となる担い手を学校・教師以外に積

極的に移していくとともに、そもそもの必要性が低下し、慣習的に行われている業務は、業務の優先順位を

つける中で思い切って廃止していくことが求められる」（28～29頁）とした。 
18 「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康

及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針」（令2.1.17（令2.7.17改正）） 
19 時間外在校等時間は、在校等時間から所定の勤務時間を除いたもの。なお、在校等時間は、「在校している

時間」＋「校外において職務として行う研修や児童生徒の引率等の職務に従事している時間」＋「各地方公

共団体で定めるテレワーク等の時間」－「勤務時間外における自己研鑽その他業務外の時間」－「休憩時間」

で求められる。 
20 令和元年の法改正では、このほか、教員について、一年単位の変形労働時間制を条例により実施できるよう

にすることとされた。 
21 衆議院文部科学委員会の附帯決議（令元.11.15）では、「３年後を目途に教育職員の勤務実態調査を行った

上で、本法その他の関係法令の規定について検討を加え、その結果に基づき所要の措置を講ずること」とさ

れた。 
22 令和６年４月には確定値も公表された（文部科学省初等中等教育局「教員勤務実態調査（令和４年度）の集

計（確定値）について」（令6.4.4））。 
23 第211回国会衆議院文部科学委員会議録第13号９頁（令5.5.19）（永岡桂子文部科学大臣答弁） 
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労死ラインに達する週 60 時間以上働いた教諭は小学校で 14.2％、中学校で 36.6％だった

と報じられた24。 

 こうした中、令和５年５月、文部科学大臣は中教審に諮問し25、これを受けて中教審は

「質の高い教師の確保特別部会」（以下「特別部会」という。）を設置して議論を行った。

特別部会は令和６年５月に「審議のまとめ」を取りまとめ、６月には、「審議のまとめ」に

関する意見募集（パブリック・コメント）を行った26。これらを踏まえ、中教審は８月に

「「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的

な方策について～全ての子供たちへのよりよい教育の実現を目指した、学びの専門職とし

ての「働きやすさ」と「働きがい」の両立に向けて～（答申）」（以下「令和６年答申」と

いう。）を取りまとめた。なお、同答申には別添として工程表も盛り込まれた。 

 令和６年答申は、教師を取り巻く環境整備のためには、勤務の在り方、給与、教職員定

数等に係る仕組み全てについて改革が必要不可欠であり、さらにこれらは相互に密接な関

連を有しているとして、学校における働き方改革の更なる加速化、学校の指導・運営体制

の充実、教師の処遇改善を一体的・総合的に推進する必要があるとした。同答申で示され

た主な方策等は図表１のとおりである。 
 

図表１ 令和６年答申で示された主な方策等 

学 校 に お
ける働き方
改 革 の 更
な る 加 速
化 

・平成 31 年答申で示された「学校・教師が担う業務に係る３分類」の徹底、校務 DX の加速化 
・働き方改革の取組状況の「見える化」と PDCA サイクルの構築 
（時間外在校等時間が月 80 時間超の教師をゼロにすることを最優先で目指し、全ての教師
が月 45 時間以内となることを目標として、将来的に平均値として月 20 時間程度への縮減を
目指し、それ以降も見直しを継続すべき） 

・健康・福祉の確保と柔軟な働き方の推進（勤務間インターバルの推進等） 
学 校 の 指
導・運営体
制の充実 

・若手教師への支援や小学校中学年の教科担任制（注）の推進 
・不登校やいじめ等に対応する生徒指導担当教師の配置充実 
・学校内外との連携や若手教師へのサポートのため「新たな職」を創設 
・支援スタッフの更なる配置充実 

教 師 の 処
遇改善 

・教師の職務の特殊性や重要性等を踏まえ、処遇改善を実現（教職調整額の率を少なくとも
10％以上にする等） 

・「新たな職」に対応した新たな級の創設、学級担任への手当の加算、管理職手当の改善 
（注）小学校高学年については、令和４年度から教科担任制を推進するための教員の配置拡充が行われている。 

（出所）特別部会（第 14 回）（令 6.7.26）資料１、令和６年答申概要等を基に筆者作成 
 

 令和６年答申後の８月末、文部科学省は令和７年度概算要求を公表した。また、「教師を

取り巻く環境整備推進本部」（本部長：文部科学大臣）の第１回会議を開催し、答申内容の

実現に向けて関連施策をまとめた「教師を取り巻く環境整備総合推進パッケージ」（以下

 
24 「中学教諭 残業上限超77％ 月45時間 小学教諭は64％ 勤務実態調査」『読売新聞』夕刊（令5.4.28） 
25 「「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について（諮

問）」（令5.5.22）。なお、これに先立つ令和５年５月16日には、自由民主党政務調査会令和の教育人材確保に

関する特命委員会が、「令和の教育人材確保実現プラン（提言）」をまとめていた。同提言では、教職調整額

の少なくとも10％以上への増額、新たな級の創設、管理職手当の改善など、令和６年に中教審の答申として

取りまとめられることとなる内容が多く盛り込まれている。 
26 意見募集の概要は、「「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的

な方策について（審議のまとめ）」に関する意見募集（結果概要）」（以下「パブコメ概要」という。）

<https://www.mext.go.jp/content/20240827-mxt_zaimu-000037727_14.pdf>から見ることができる。 
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「パッケージ」という。）を公表した27。同パッケージでは、令和６年答申を踏まえ、令和

７年度概算要求で要求された事項等に係る政策を総合的に推進するとしている。令和７年

度概算要求及びパッケージの概要は図表２のとおりである。 
 

図表２ 令和７年度概算要求及びパッケージの概要 

【学校における働き方改革の更なる加速化関係】 
◆働き方改革の実効性の向上（在校等時間の把握・管理の徹底と「見える化」等の実施） 
◆次世代校務 DX などによる業務の適正化の一層の推進 
◆健康・福祉の確保及び柔軟な働き方改革の推進 
【学校の指導・運営体制の充実関係】 
◆教職員定数の改善 
－小学校における教科担任制の拡充 

・令和４年度から推進してきた高学年に加え、中学年についても教科担任制を推進（※） ＋1,750 人 
・新規採用教師の持ち授業時数軽減のため、教科担任制を推進（※） ＋410 人 

－生徒指導担当教師の全中学校への配置（※） ＋1,380 人            （※）は、４年間で計画的に改善 
◆新たな職の創設（令和８年４月～を予定）：学校横断的な取組についての学校内外との連携・調整機能の

充実や若手教師へのサポートのため、新たな職を創設 
◆支援スタッフの配置拡充 
【教師の処遇改善関係】 
◆教職調整額の水準を現行の４％から 13％に改善（注） 
◆職務や勤務の状況に応じた処遇改善（各種手当の改善）（注） 
－学級担任への加算：月額 3,000 円 
－管理職手当の改善：支給水準の改善（月額 5,000 円～10,000 円の増） 
◆新たな職の創設に伴う新たな級の創設（教諭と主幹教諭の間に新たな級を創設し、教諭よりも高い処遇と

する（月額 6,000 円程度））（令和８年４月～を予定） 
（注）概算要求では、都道府県の条例改正等に一定の期間を要するとして令和８年１～３月分が計上された。 

（出所）文部科学省「令和７年度概算要求のポイント」６頁、パッケージ等を基に筆者作成 
 

 現在、令和７年度概算要求等について関係省庁間で調整が行われているところであり、

令和７年常会においては、教職調整額の率の引上げを主な内容とする給特法改正案の提出

が見込まれている。 

 なお、第 50 回衆議院議員総選挙（令 6.10 執行）の公約では、複数の政党が教職調整率

の引上げ又は給特法の廃止等を掲げていた（末尾の【参考】を参照）。また、総選挙後の 11

月には、財務省の審議会である財政制度等審議会（以下「財政審」という。）において、教

員の時間外在校等時間の縮減などを条件に教職調整額を 10％まで段階的に引き上げるこ

と、将来的に所定外の勤務時間に見合う手当の支給に移行すること等が提案されたが28、文

部科学省は、勤務時間の縮減を給与改善の条件とすれば子供たちに必要な教育指導が行わ

れなくなる、仮に時間外勤務手当化されれば勤務時間外の業務に逐一管理職の承認が必要

になるなど教師の裁量が著しく低下する等と反論した29。 

 

３．主な論点 

 給特法改正案等に関する論点は多岐にわたる。そこで主な論点を、筆者なりに可能な限

 
27 このほか文部科学省は、令和６年９月30日に、「「「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の確保のた

めの環境整備に関する総合的な方策について（答申）」（令和６年８月27日中央教育審議会）を踏まえた取組

の徹底等について（通知）」を発出している。 
28 財政審財政制度分科会（令6.11.11）資料２の20～21頁 
29 文部科学省「財政制度等審議会財政制度分科会（令和６年11月11日）資料についての文部科学省の見解（義

務教育関係）」（令6.11.12）11頁 
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り対立の構造が分かりやすくなるような形で整理していく30。 

 

（１）令和４年度の教員勤務実態調査の結果を肯定的に評価するか否か 

 令和４年度の教員勤務実態調査の結果について、これを肯定的に評価する立場とそうで

ない立場がある。 

 前者の例は、令和６年答申である。同答申は、令和４年度の教員勤務実態調査を踏まえ

た推計では、教諭の月当たりの平均の時間外在校等時間が小学校で約 41 時間、中学校で約

58 時間となっており、平成 28 年度の教員勤務実態調査を踏まえた推計において小学校で

約 59 時間、中学校で約 81 時間となっていたのと比べ、「６年間で約３割減少した」（18 頁）

とした上で、これは「教育委員会や学校の尽力の成果である」（18 頁）と一定の評価を下

している31。 

 一方で、肯定的に評価しない立場もある。具体的には、時間外在校等時間の減少が成果

として挙げられているが、持ち帰り業務は増えているのが実態であるといった意見や32、令

和４年度の教員勤務実態調査の結果では、例えば学校行事に掛ける時間が減少しているが、

これは「効率化」の結果というよりも新型コロナウイルス感染症による自粛モードが続い

ていたためと解釈するべきではないかといった意見がある33。 

 

（２）給特法の抜本的な見直しを行うべきか否か34 

 給特法は、原則として時間外勤務を命じないこととし、臨時又は緊急のやむを得ない必

要がある時に「超勤４項目」に限定して時間外勤務を命じることができる仕組みになって

おり、「教員の健康を守り、時間外勤務を抑制することを目的とした法制度になってい」る

と説明されている35。しかし、給特法に時間外勤務の抑制という目的があるにもかかわら

ず、現実として教員の長時間勤務が深刻な状況となっている。このような状況において、

給特法の抜本的な見直し（廃止を含む。以下同じ。）を行うべきか否かが論点となっている。 

 現行の給特法の枠組みの下では、長時間勤務の実態は解消されないとして、その抜本的

な見直しを求める立場がある。具体的には、「残業代が出れば、予算には上限があるから国

や自治体、管理職が労働時間を減らすことに本気になるはずだ」36として、給特法を廃止し、

 
30 本稿では、対立の構造が分かりやすくなるよう、「ＡかＢか」という形で整理しているものも多いが、実際

は、「ＡかＢのいずれか一方ではなく両方を選ぶべき」、「ＡとＢの折衷案を選ぶべき」といった議論も成り立

つ。ただし、本稿は論点を分かりやすく整理することを主目的とするため、こうした議論には踏み込まない。 
31 その上で、教育委員会や学校での取組状況に差が見られる等の課題も指摘している（18頁）。 
32 パブコメ概要５頁。ただし、令和４年度の教員勤務実態調査の結果によれば、平日の持ち帰り時間は増加し

ているものの、土日の持ち帰り時間は減少している（前掲注22参照）。 
33 前屋毅「忘れてはいけないのは、「コロナ禍のなかでの調査」だったということ～教員勤務実態調査～」『Ya

hoo!ニュース』（令5.4.29）<https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/d8e0c541e30976b34a7019d3b64a1

b90933a4530> 
34 （１）と（２）は、密接に関わっていると考えられる。すなわち、令和４年度の教員勤務実態調査の結果を

肯定的に評価する立場は、現行の給特法の基本的な枠組みを維持すべき（抜本的な見直しを行う必要はない）

との立場と、肯定的に評価しない立場は、給特法の抜本的な見直しを行うべきとの立場と親和性がある。 
35 文部科学省「中央教育審議会答申の考え方」<https://www.mext.go.jp/content/20240827-mxt_zaimu-0000

37727_03.pdf> 
36 「中教審が教員確保策 実現へ社会の理解必須」『日本経済新聞』（令6.9.2）（名古屋大学教授・内田良氏の
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いわゆる一般の労働者と同様に、残業時間に応じて残業代（時間外勤務手当等）を支払う

仕組みへの変革を求める意見がある。また、一定の時間分を最初からみなし残業代のよう

な形で上乗せし、それを超えた場合に残業代を出す仕組みとすべきとの意見もある37。 

 一方で、現行の給特法の基本的な枠組みは維持しつつ（抜本的な見直しは行わず）、関連

施策の充実等を図ることで、時間外勤務の抑制を実現しようとする立場もある。令和６年

答申はこの立場に立っており、給特法の抜本的な見直しには否定的である。給特法の抜本

的な見直しに関する令和６年答申の主なスタンスは、図表３のとおりである。 
 

図表３ 給特法の抜本的な見直しに関する令和６年答申の主なスタンス 

（Ａ）①どのような業務をどのようにどの程度まで行うか、教師自身の自発性・創造性に委ねる部分が大きい。
②また、教師の業務は、教師の自主的・自律的な判断に基づく業務と、管理職の指揮命令に基づく業務が
日常的に渾然一体となって行われており、正確な峻別は極めて困難。③さらに、例えば授業準備や教材研
究について、どこまでが職務でどこからが職務でないのかを精緻に切り分けて考えるのは困難 
⇒一般の労働者や行政職とは異なる教師の職務の特殊性は、現在においても変わらず、一般行政職等と

同様の時間外勤務命令を前提とした勤務時間管理を行うことは適当ではないと考えられる（教師の職
務と勤務態様の特殊性を踏まえれば、勤務時間の内外を包括的に評価し、教職調整額を支給する仕組
みは、現在においても合理性を有する） 

 
（Ｂ）仮に時間外勤務手当を支給することとした場合には、教育委員会や校長といった使用者側にはコスト意

識が高まる可能性がある一方で、校長等が教師の業務内容について細かく精査・関与するマイクロ・マネ
ジメントが行われるようになることなど、プラス面とマイナス面の両方があるとの指摘もある 

 
（Ｃ）県費負担教職員制度（注）の下では、服務監督権を有する市町村は、時間外勤務手当を支払う責務を

負わないため、民間企業と同様の形では時間外勤務命令を発しないようにするインセンティブが十分には
機能しないと考えられる 

 
 

むしろ、様々な他の政策と一体的な改革を行うことにより、時間外在校等時間の縮減を目指すことが必要 
（注）学校の設置者が、その学校の経費を負担する原則に基づき、公立学校の教職員給与は当該学校を設置す

る地方公共団体（小中学校の場合は基本的に市町村）が負担するのが原則だが、市町村立の小中学校等の教

職員給与については、例外的に都道府県が負担することとされている（県費負担教職員制度）。県費負担教職

員の任命権は、給与を負担する都道府県教育委員会が有するが、服務監督権は市町村教育委員会が有する（な

お、政令指定都市の場合は扱いが異なる）。 

（出所）令和６年答申、同概要より筆者作成 
 

 これに対して、図表３の（Ａ）について、「教員の業務の特殊性ゆえにどこからを残業と

捉えるか難しいという指摘もあるだろうが、自己研さんや授業準備を例に取るなら民間の

ビジネスパーソンでも休日に勉強し、家族といるときに浮かんだアイデアを仕事に生かす

こともある。マネジメントする管理職の負担が増えるという反論もあるが、民間企業の管

理職は当たり前に行っている。（中略）業務が特殊だという思い込みを脇に置き、民間と同

様に考えればシンプルだ」38との意見がある。加えて、図表３の（Ｃ）（県費負担教職員制

度）について、給与負担者と服務監督者が同一でなくても、勤務時間が長時間化したまま

であれば、都道府県教育委員会（給与負担者）から市町村教育委員会（服務監督者）に対

して適切に指導・助言することが想定され、財政面でのインセンティブとしても働くと考

 
コメント） 

37 「教職調整額「10％以上」中教審が教員確保策」『毎日新聞』（令6.5.14）（立教大学教授・中原淳氏のコメン

ト） 
38 前掲注37（立教大学教授・中原淳氏のコメント） 
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えられるので、図表３の（Ｃ）で言及された指摘は当たらないとの意見もある39。 

 

（３）教職調整額の率を引き上げるべきか否か 

ア 引上げの是非 

 給特法の基本的な枠組みを維持するとした場合も、現在は給料月額の４％とされてい

る教職調整額の率を引き上げるべきか否かで立場が分かれる。 

 令和６年答申は、教職がより魅力ある職となるよう処遇改善を図り、教師に優れた人

材を確保するために、教職調整額の率を引き上げるべきと提言している（53～54 頁）。

教職調整額の率の引上げに対しては、これに「強く期待する」40との意見もある。 

 一方で、教職調整額の率の引上げは長時間労働の改善につながらず、むしろ「教職調

整額が支給されているのだから長時間労働は当然」という論理により一層の長時間労働

を教員に強いることとなるとして、引上げに反対する意見がある41。さらに、財政審も、

「教員の勤務時間には大きな幅があり、時間外勤務の少ない者もいること、長時間勤務

を固定化するおそれもあることから、既定の給与予算を最大限に活用し、一律に給与水

準を引き上げるのではなく、（中略）負担の軽重に応じたメリハリある給与体系とするの

が、教員の処遇を見直すに当たっての基本的な考え方であるべき」42などとして、一律で

の教職調整額の率の引上げに否定的な見解を示している。 

イ 仮に引き上げるとして何％に引き上げるべきか、引き上げる根拠は何か 

 現在は４％である教職調整額の率について、令和６年答申では「少なくとも 10％以上」

とされ、令和７年度概算要求では 13％が要求された。引き上げるとした場合も、何％に

引き上げるべきか、引き上げる根拠は何かが論点となる。 

 令和６年答申において「少なくとも 10％以上」とされたのは、以下の理由による。昭

和 49 年に制定された「学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員

の人材確保に関する特別措置法」（以下「人材確保法」という。）では、教員給与を「一

般の公務員の給与水準に比較して必要な優遇措置が講じられなければならない」として

おり、人材確保法を踏まえた処遇改善後の昭和 55 年度には、教員は一般行政職に比べて

7.42％の優遇分が確保されていた。しかしその後、相対的に教員給与の優遇分が低下し、

現在は、一般行政職との比較における教師の給与の優遇分はわずか（平成 30 年度～令和

４年度の平均で 0.35％）になっている。そこで令和６年答申は、「教師の業務の複雑性・

困難性が以前より増大し、教師不足等の課題も指摘される中、教職に優れた人材を確保

 
39 瀧本司（日本教職員組合中央執行委員長）「「『令和の日本型学校教育』を担う質の高い教師の確保のための

環境整備に関する総合的な方策」に関わる意見書」（令5.9.8）５頁。このほか、仮に服務監督権者（市町村

教育委員会）のインセンティブに懸念があるのであれば、都道府県と市町村で合意する一定基準以上の時間

外勤務に対しては、（市町村教育委員会側から反発も想定されるが）市町村に時間外勤務手当を支給させる措

置を図ればよいとの指摘もある（小川正人「Ⅰ部 総論 学校の働き方改革－これまでとこれから」『学校の未

来をつくる「働き方改革」－制度改正、メンタルヘルス対策、そして学校管理職の役割－』（教育開発研究所、

令和６年）44頁）。 
40 パブコメ概要19頁 
41 パブコメ概要18頁 
42 財政審「我が国の財政運営の進むべき方向」（令6.5.21）（以下「財政審建議」という。）32頁 
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する必要性が一層高まっている現在の状況においては、当時の優遇分と同程度かそれ以

上の措置を講じることについての社会的な理解は得られると考えられる」（50 頁）との

理由で、「現在の４％を少なくとも 10％以上とすることが必要であり、その水準を目指

していくべき」（54 頁）とした。 

 概算要求において 13％とされたのは、報道によれば以下の理由による。文部科学省は、

一般行政職の公務員に比べて教員給与の優遇分がどれぐらい確保できるかという視点で

試算を重ねた結果、教職調整額の率を 12％まで引き上げても昭和 55 年度の優遇分

（7.42％）を超えず、教職調整額の率が 13％だと当時の優遇分を超えることから、13％

が最低ラインになると判断したとされる43。なお、国が負担する年間の教職調整額の増額

分については、教職調整額の率が 10％の場合は約 720 億円（これに加え、自治体負担分

が約 3,000 億円）、13％の場合は約 1,080 億円（同約 4,500 億円）とされる44。 

 ただし、財務省関係者からは、「骨太の方針 2024」で 10％以上とすることで折り合っ

た教職調整額の率を概算要求時点で 13％としたことに対して、「根拠に乏しく、ちゃぶ

台返し」との不満もこぼれると報じられている45。また、「少なくとも 10％以上」又は

「13％」と時間外在校等時間との関係について、「教職調整額 10％以上への増額は、喫

緊の処遇改善策としては賛成するが、残業手当的な意味で出すのであれば、時間外在校

等時間が月 45 時間以上の教員が半数近くいる今、20％以上としてほしい」46といった意

見や、概算要求で示された「13％は残業時間に換算すると約 26 時間分」となるが、「教

職調整額を上げることで残業を 26 時間にまで減らせるのかというと、はなはだ疑問が

残る。学校現場の実態を反映させた数字とは言い難い」47といった指摘がある。 

 さらに、令和６年答申は、教員の処遇改善のために給特法を改正し、教職調整額の率

を引き上げるとしているところ、こうした考え方そのものを疑問視する見方もある。す

なわち、優れた人材を教員として確保するため、教員の給与を一般の公務員より優遇す

ると定める人材確保法と、教員の職務や勤務態様の特殊性を踏まえ、時間外勤務手当等

を支給しない代わりに教職調整額を支給することを定める給特法では、それぞれ法律の

目的が異なる。教員の処遇改善をしたいのであれば、本来は人材確保法に基づくのが筋

であるところ、令和６年答申では、残業代の代替措置であるはずの給特法の教職調整額

を引き上げるという手段を取っていることに対し、「人材確保法が空文化してしまう」と

警鐘を鳴らす論者もいる48。この点に関連して、教員の処遇改善は、「人材確保法の趣旨

を踏まえれば、第一義的には給料表の改善により行われるべき」49といった意見もある。 

 
43 「教職調整額「最低ライン」 財務省折衝 難航か」『毎日新聞』（令6.8.30） 
44 総務省「令和７年度の地方財政措置について（各府省への申入れ）の概要」（令6.7.29）４頁、「公立校教員

給与増で5580億円－政府が国と地方の負担を試算」『共同通信ニュース』（令6.10.26）等。10％又は13％と

なった場合、給料月額30万円の教員は教職調整額が1.2万円から3.0万円又は3.9万円に増加する計算となる。 
45 前掲注43 
46 パブコメ概要19頁 
47 「「残業時間は減らせない」 教職調整額の引き上げに現職教員が反対する理由」『教育新聞』（令6.9.2）（株

式会社ワーク・ライフバランス代表取締役社長・小室淑恵氏のコメント） 
48 「教職調整額引き上げが処遇改善？ 中嶋哲彦教育政策学会会長が懸念」『教育新聞』（令6.10.10）（愛知工

業大学教授・中嶋哲彦氏のコメント） 
49 パブコメ概要18頁 
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（４）教育予算の総額を増やすべきか否か 

 教職調整額の率の引上げなどの処遇改善や教職員・スタッフの配置拡充（後述）などを

進めていく場合、教育予算に関して大きく２つの立場が考えられる。すなわち、教育予算

の総額を増やすことに積極的な立場と、消極的な立場である。 

 前者の例として、「教職員が健康で安心して働き続けることのできる教育環境の整備を

求める。そのためには十分な予算が必要で、ＯＥＣＤ加盟国最低レベルの教育予算の大幅

増額を求める。現場のアイディアや工夫に頼るのではなく、教育予算を拡充するべきであ

る」50といった意見がある。 

 後者の例として、財務省による、「日本の公財政教育支出の対ＧＤＰ比は、ＯＥＣＤ諸国

の中で低いとの指摘があるが、日本は人口全体に占める在学者数の割合も、ＯＥＣＤ諸国

の中で低い。（中略）在学者１人に対し、どの程度の公財政教育支出を行っているかで見る

と、日本はＯＥＣＤ諸国平均と遜色ない水準」51であるとの意見がある。 

 

（５）教員の処遇改善を重視するべきか、教育現場の人を増やすことを重視するべきか 

 教職調整額の率の引上げなどの処遇改善や教職員・スタッフの配置拡充などを進めてい

く場合、どちらに重点を置くかも論点となる。すなわち、（現在の教員数をある程度前提と

した上で）教員の処遇改善を重視するべきか、それとも、教職員・スタッフの配置拡充な

ど教育現場の人を増やすことを重視するべきかで立場が分かれる52。 

 前者の例として、「様々な業種で人手不足となっている中、有能な人材を教師に確保する

ためには、給与の引上げが不可欠」、「教師を目指す子供たちを増やすためにも（中略）「抜

本的な教師の所得の向上」が急務である」53といった意見がある。 

 後者の例として、「教職調整額を10％以上に引き上げることよりも、現場の人員を増やし、

業務を確実に削減することが急務である。給与面も大切だが、業務改善と職場環境が改善

されなければ、教師の成り手が確実に減少する」54といった意見がある。 

ア 教員の処遇改善を重視するとした場合の選択肢 

  教員の処遇改善を重視するとした場合も、①一律の（又はそれに類する）処遇改善を

重視するのか、②職責等に応じた処遇改善を重視するのかで立場が分かれる。①は、令

和６年答申で提言された教職調整額（校長・副校長・教頭を除く教員が対象）の率の引

上げ以外にも、給料月額の引上げ（給料表の改善）や義務教育等教員特別手当（義務教

 
50 パブコメ概要３～４頁 
51 財政審財政制度分科会（令5.10.11）参考資料３頁。財政審建議も、「教員の処遇改善を行うのであれば、（中

略）文部科学省施策全体の歳出・歳入両面の抜本的な見直しにより財源を捻出すべきである」（33頁）として

おり、教育予算の総額を増やすことに消極的な立場を取っている（仮に増やすとしても、文部科学省の他の

予算を削ることを求めている）ように見受けられる。 
52 もちろん、両者は相反するものではなく、教員の処遇改善も、教育現場の人を増やすことも重視すべきとの

立場もある（令和６年答申もそのような立場を取っていると考えられる）。ただし本稿では、対立軸を明確に

する観点から、あえて両者を対比する形で示している。 
53 パブコメ概要17頁 
54 パブコメ概要２～３頁 
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育諸学校等に勤務する全教員が対象）55の引上げなどが、②は、令和６年答申で提言され

た学級担任への義務教育等教員特別手当の加算や管理職手当の改善、（新たな職の創設

に伴う）新たな級の創設などが、それぞれ選択肢として考えられる56。 

  ①の立場からは、②の立場に対して、学級担任と担任外の給与に差が出ることにより、

学級担任は手当をもらっているのだから多く働いて当然というような風潮が職場内で出

てしまうことを危惧するとの意見や57、（新たな職の創設に伴う）新たな級の創設は、教

職員の差別化と階層化を進めるといった意見が示されている58。 

  一方で、②の立場からは、①の立場に対して、「負担の軽重に応じたメリハリある給与

体系とするのが、教員の処遇を見直すに当たっての基本的な考え方であるべき」（財政審

建議 32 頁。詳しくは（３）ア参照）との意見が示されている。また、「年功序列ありき

ではなく、若手でも優秀な者は積極的に給与を上げるべき」59との意見もある。 

イ 教育現場の人を増やすことを重視するとした場合の選択肢 

  教育現場の人を増やすことを重視するとした場合も、①教員を増やすことを重視する

か、②教員以外の事務職員やスタッフを増やすことを重視するかで立場の違いがあり、

また、①・②の内部でも少しずつ立場の違いがある。 

  ①について、教員の定数は、学校ごとの学級総数×「乗ずる数」などによって定めら

れる基礎定数60と、政策目的や各学校が個々に抱える課題等を踏まえて毎年度の予算措

置によって配分される加配定数61に大別されるところ、教員の定数の活用目的が限定さ

れない基礎定数と目的が限定される加配定数のどちらを増やすことを重視するかで立場

の違いがある。 

 
55 人材確保法を受けた教員の給与改善のため、昭和50年に創設された。 
56 令和６年答申における「一律支給されている義務教育等教員特別手当について、職務の負担に応じた支給方

法に見直すこととし、学級担任について手当額を加算する必要がある」（55頁）、「「新たな職」が制度上位置

付けられ、配置される場合には、その職務と責任に見合った適切な処遇を図るため、都道府県等において、

給料表上、教諭とは異なる新たな級を創設することが必要である」（43頁）といった記述は、②の立場を端的

に表している。一方、①の立場の例として、「義務教育等教員特別手当は、人材確保法にもとづく教育職員の

人材確保を目的とした手当であり、学級担任に特定して手当額を加算すること自体、法の趣旨に反する。義

務教育等教員特別手当を増額するのであれば、教育職員全体を対象にすべき」（パブコメ概要21頁）との意見

がある。 
57 パブコメ概要21頁 
58 「「定数改善が不可欠」 教員団体などが見解公表」『日本教育新聞』（令6.9.2）。このほか、令和６年答申で

提言された「新たな職」と類似する独自の制度を平成21年から導入している東京都では、制度導入に伴い基

本給が引き下げられた事例があったとした上で、制度導入に当たっては、基本給を下げないよう約束して欲

しいといった意見もある（前掲注47（岐阜県公立高校教員・西村祐二氏のコメント））。なお、この点につい

て、あべ文部科学大臣は、文部科学省としては、「新たな職」の創設に伴う教諭の基本給の引き下げは考えて

いない旨述べている（文部科学省ウェブサイト「あべ俊子文部科学大臣記者会見録（令和６年10月25日）」<

https://www.mext.go.jp/b_menu/daijin/detail/mext_00532.html>）。 
59 パブコメ概要20頁 
60 基礎定数は公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律（以下「義務標準法」という。）

に基づき機械的に算定される。例えば小学校で６学級の場合、乗ずる数は1.292であり、小数点以下を切り上

げて８人が教員（教頭及び教諭等）の定数となる。このほかにも、大規模校には教頭を複数配置するなど、

義務標準法には様々な規定があり、これらを足し合わせることで、各都道府県の基礎定数が算定される。な

お、義務標準法には基礎定数に係る規定のほかに、加配定数（後述）に係る規定もある。 
61 国は都道府県等から提出された申請を受けて、加配の類型（例：指導方法工夫改善（少人数指導、小学校に

おける教科専門的な指導等）、児童生徒支援（いじめ・不登校・問題行動への対応等）、特別支援教育（通級

指導等））ごとに総数を配分している。 
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  前者の例として、「乗ずる数」を引き上げることによって「基礎定数」を増やし、教員

の持ち授業時数を減少させるべきとの意見62、現在小学校段階で行われている 35 人以下

学級を中学校や高等学校段階でも行うことや、ОＥＣＤ加盟国平均並みの 20 人を目指

し更なる少人数学級を進めることを求める意見63がある。「基礎定数」の改善は、教育委

員会が長期的な見通しをもって教員を採用できることから、その改善を求める意見は根

強く64、令和７年度概算要求に関しても、「増員されるのは追加的配置の「加配定数」が

多いとみられ、毎年の予算確保に不安が残る。本来は「基礎定数」を恒久的に増やすべ

きだ」65といった意見が示されている。 

  これに対し、令和６年答申は後者の立場と考えられる66。令和６年答申では、例えば

「いわゆる「乗ずる数」を引き上げることによって、持ち授業時数を減少させるべきと

の指摘もあるが、「乗ずる数」の引き上げは、国が教員定数の活用目的を限定しない基礎

定数の増加となるため、必ずしも増加した教員定数が持ち授業時数の減少のために用い

られない可能性がある。このため、現在の教師の厳しい勤務実態を踏まえると、まずは

持ち授業時数の軽減という政策目的を確実に達成する方法として、目的を限定した加配

定数による持ち授業時数の更なる軽減を図り、実効性を確保した上で、「乗ずる数」の改

善については、他の定数改善施策との関係にも留意しつつ、検討を深めることが望まし

いと考えられる」（37 頁）として、加配定数の改善を重視した記述となっている。 

  ②について、教員以外のスタッフ（教員業務支援員、副校長・教頭マネジメント支援

員、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、部活動指導員等）は、近年、

「チーム学校」67の考えの下、教員が教員でなければできない業務に集中できるようにす

ることや、多様な専門性を有するスタッフがチームで子供たちに関わることにより教育

の質を向上させることを目的として、配置の拡充が進められており、事務職員について

も、配置の改善等がなされている。令和６年答申でも、事務職員やスタッフの更なる配

置充実がうたわれているものの、仮に事務職員やスタッフを増やすとして、どの職種を

増やすことを優先するべきか、何人程度増やすべきかについては言及されていない。 

 

（６）その他の主な論点 

 ア 時間外在校等時間に関する目標をいつまでに達成するのか 

 
62 中嶋哲彦・広田照幸編『教員の長時間勤務問題をどうする？ 研究者からの提案』（世織書房、令和６年）。

また、少子化を見込んで「乗ずる数」を５～10年をかけて改善していけば、巨額の新規予算の確保を必要と

せず、一定数の教員数を維持しながら、教員の生活時間の確保も、教育の質向上も達成できるとの意見もあ

る（広田照幸ほか「少子化が進む中で教員を増員するということ」『季刊教育法』No.222（令和６年９月号）

19頁）。 
63 パブコメ概要15頁。少人数学級の推進は学級総数の増加につながるため、（「乗ずる数」が変わらなくとも）

基礎定数が増加することとなる。 
64 全国知事会「令和７年度国の施策並びに予算に関する提案・要望」（令6.8.2）234頁等 
65 前掲注43（教育研究家・妹尾昌俊氏のコメント） 
66 令和６年答申には、「国においては、基礎定数と加配定数のバランスに留意しつつ、教職員定数の改善を図

るべき」（40頁）といった記述もあるが、新たな基礎定数の改善を求める具体的な記述は見当たらない。 
67 「チーム学校」については、竹内健太「教職員定数の計画的な改善と「チーム学校」の実現」『立法と調査』

No.390（平29.7）20～35頁参照 
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  令和６年答申では、「まずは時間外在校等時間が月 80 時間超の教師をゼロにするとい

うことを最優先で目指すべき」とされ、その上で、「全ての教師が月 45 時間以内となる

ことを目標とし」、「将来的には、教師の平均の時間外在校等時間を月 20 時間程度に縮減

することを目指し、それ以降も不断の見直しを継続すべき」（25 頁）とされた。ただし、

同答申の工程表には、それぞれの目標をいつまでに達成するか、具体的な期限は盛り込

まれなかった。この点について、「具体的な目標値が示されたことは評価できる一方で、

その達成を「将来的に」と曖昧にするのではなく、期日を設定して足並みを揃えて改革

を進めることが必要である」68といった意見が示されている。 

  また、この点に関連して、令和元年の給特法改正時と同様、３年後を目途に教員の勤

務実態に関して調査を実施し、成果を検証するように求める意見69や、時間外勤務の削減

状況などを毎年度検証すること等を求める意見もある70。 

 イ 教員の業務を減らすための取組をどのように実効的に行っていくのか 

  令和６年答申では、引き続き、平成 31 年答申で示された「３分類に基づく 14 の取組

の徹底を図る必要がある」71（18 頁）とされているものの、教育委員会（都道府県・政

令指定都市・市区町村の合計）による取組の実施率が５割を超えているのは５つの取組

にとどまっている72。教員の業務を減らすための取組をどのように実効的に行っていく

のかが論点となる。 

 ウ 次期学習指導要領の在り方 

  学習指導要領はおよそ 10 年に一度改訂されており、通例どおりであれば、令和９年頃

に改訂されることとなる。現在、学習指導要領の改訂に向けた議論が行われているとこ

ろ、「次期学習指導要領においては、内容を精選した上で標準授業時数を減らすことで、

全ての教師の持ち授業時数を軽減すべきである」73との意見がある。文部科学省に設置さ

れた「今後の教育課程、学習指導及び学習評価等の在り方に関する有識者検討会」の「論

点整理」（令 6.9.18）では、「総授業時数については、現在以上に増やすことがないよう

検討すべき」（16 頁）とされたものの、減らすことについての具体的な言及はなかった。

標準授業時数をどのように見直すかを含め、次期学習指導要領の在り方が論点となる74。 

 エ 教員の健康・福祉の確保に向けた取組の充実をどのように図るか 

  教員の健康・福祉の確保に向けた取組として、令和６年答申では、例えば、①メンタ

ルヘルス不調の早期発見等のための医師等によるストレスチェックの実施やその結果を

 
68 パブコメ概要10頁 
69 「「定数改善が不可欠」 教員団体などが見解公表」『日本教育新聞』（令6.9.2） 
70 「教員の不足人数 年度当初と比べて９月時点では1.3倍にまで拡大」『NHK NEWS WEB』（令6.9.28）<https:/

/www3.nhk.or.jp/news/html/20240928/k10014594391000.html>（東京大学名誉教授・小川正人氏のコメント） 
71 ３分類に基づく14の取組については、前掲注17参照 
72 ①登下校に関する対応、⑧部活動、⑩授業準備、⑫学校行事の準備・運営、⑭支援が必要な児童生徒・家庭

への対応の５つ（文部科学省「令和５年度 教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況調査【結

果概要】」（令5.12））。 
73 パブコメ概要22頁 
74 標準授業時数に関しては、その時数の見直し以外にも様々な論点がある。例えば、国が定める年間の標準授

業時数を大幅に上回った教育課程を編成している学校があることも指摘されており、令和６年答申でも、そ

の見直しが求められている（21頁）。 
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踏まえた面接指導等、一連の体制を整えること（31 頁）、②適正な時間に休憩時間を確

保できるよう、担任外の教師も含め給食指導を輪番制にするなどの取組を行うこと（31

頁）、③健康福祉を確保するため、11 時間を目安とする「勤務間インターバル」の取組

を学校においても進めること（32 頁）等がうたわれている。これらを含む教員の健康・

福祉の確保に向けた取組を、どのようにして充実させていくかが論点となる。 

 

４．おわりに 

 学校教育は、子どもたちの育ちを支える重要な営みであり、その担い手である教員の働

き方や処遇の改善は、我が国の社会全体にとっての重要な課題である。令和７年常会では

給特法改正案が提出され、本稿で取り上げた点を含む様々な論点について議論が交わされ

ることが予想される。 

 学校教育の担い手である教員の安定的な確保に向けて、教員の働き方や処遇をどのよう

に改善していくべきか、教育関係者にとどまらず社会の幅広い主体を巻き込んだ骨太の議

論を期待したい。 
 

【参考】第 50 回衆議院議員総選挙（令和６年 10 月 27 日執行）で示された 
主な政党の公約における教員の働き方・処遇の改善等に関する主な記載 

自由 
民主党 

・教師が子供たちと向き合う時間を増やし、学習指導要領を着実に実施するため、学校の指導・運
営体制の効果的な強化、部活動改革の推進、支援スタッフの配置促進、コミュニティ・スクール等
の必置化を進め、学校における働き方改革を行います 

・質の高い教師や職員等を確保するため、教職調整額の率を10％以上を目指して大幅に引き上げ
ていくなど、教師の処遇を抜本的に改善します 

立憲 
民主党 

・教職員定数の充実や、スタッフ職の増員、非常勤教職員の環境改善を推進し、教員が子どもと
しっかりと向き合う時間を確保するとともに、教員不足に対応します 

・給特法（教育職員の給与に関する特別措置法）の廃止を含めて教職員の処遇改善を行うととも
に、部活動については地域社会への移行など抜本的な見直しを行い、教職員の長時間労働を是
正します 

日本維
新の会 

・校務分掌や部活動の見直し、地域行事への参加の厳選、校務の情報化の推進などを通じて教員
の負担軽減を図り、教育に専念できる体制を整えます 

・教員に時間外勤務手当を支給しない代わりに教職調整額を支給するとしている給特法について
は廃止し、教員に対し労働基準法を全面的に適用する法整備を進め、教員の長時間労働の解消
を進めます 

公明党 

・多様な教員の採用や、地域・社会が学校を支えるチーム学校の全国展開に取り組みます 
・人材確保法を踏まえて教師の処遇を抜本的に改善し、「給特法」の見直し、職務の負荷に応じた
メリハリある給与等の処遇改善、教職員配置、小中学校35人学級を含む（将来的には小中学校
30人の少人数学級をめざし）学校の望ましい指導・運営体制の構築、育成支援に一体的・総合
的に取り組みます 

日本 
共産党 

・教員数を抜本的に増やして、業務量を減らして、長時間労働を解消します 
・公立学校の教員を「残業代ゼロ」にした法律（給特法）を改め、残業には残業代を支払います 

国民 
民主党 

・人手不足が深刻な教職員（中略）に就業した場合は〔引用者注：奨学金返済を〕全額免除します 
・学校教員の長時間労働の是正等、働き方改革に取り組むとともに、給特法（給料月額４％の教職
調整額を支給する代わりに、超勤手当を支給しないと定める法律）は、廃止を含め、見直します 

れいわ 
新選組 

・教員の待遇・労働条件を改善するとともに正規教員の数を大幅に増やし、現在進行中の深刻な
教員未配置問題を解決する 

・教員の成果主義や給与査定を禁止する。教員の多忙・長時間労働を解消し、教員が本来業務に
専念するため正規教員、スクールソーシャルワーカー、スクールサポーター、部活動指導員等を増
員する 

（注）教員の働き方・処遇の改善等について３項目以上挙げている政党もあったが、スペースの都合上、各政

党２項目までに絞った。なお、社会民主党、参政党、日本保守党は記載が見当たらなかった。 

（出所）各政党のウェブサイト等より筆者作成 
 

（たけうち けんた） 


